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(57)【要約】
【課題】強度低下をおこすことなく良好な膨張性状と水和熱抑制効果が得られ、温度ひび
割れ低減効果の高いコンクリートを製造するために用いられるセメント混和材、およびそ
れを用いたコンクリートを提供する。
【解決手段】膨張物質と水和熱抑制成分を含有し、かつ、該膨張物質の１０μｍ以下の粒
子含有率が３０～５０質量％であるセメント混和材、および該セメント混和材を含有する
コンクリート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膨張物質と水和熱抑制成分を含有し、かつ、該膨張物質の１０μｍ以下の粒子含有率が
３０～５０質量％であるセメント混和材。
【請求項２】
前記水和熱抑制成分がデキストリンである請求項１に記載のセメント混和材。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のセメント混和材を含有するコンクリート。
【請求項４】
下記特性を有することを特徴とする請求項３に記載のコンクリート。
（１）膨張率が２００±２０×１０－６であること、
（２）前記セメント混和材を含まないコンクリートの最高発熱温度（Ｔ０）に対して、前
記セメント混和材を含むコンクリートの最高発熱温度（Ｔ１）の比（Ｔ１／Ｔ０）が１未
満であること、
（３）前記セメント混和材を含まないコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ０）に対
する、前記セメント混和材を含むコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ１）の比（Ｓ

１／Ｓ０）が０．９５以上であること。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主に土木・建築分野において使用されるセメント混和材、特に膨張性セメント
混和材及びそれを用いたコンクリートに関する。
【背景技術】
【０００２】
コンクリートを施工した場合、セメントの水和熱によりコンクリートの温度上昇が生じる
。特にマスコンクリートでは、その温度上昇・下降が原因となる「温度ひび割れ」を発生
させることが知られている。その対策として、（１）低発熱型のセメントを用いる、（２
）混和材（剤）を使用する等が挙げられる。
【０００３】
（１）の低発熱型のセメントとしては、ポルトランドセメントに潜在水硬性を持つ高炉ス
ラグやポゾラン物質のフライアッシュを多量に混合したものや、セメント中のビーライト
の含有率を高めた低熱ポルトランドセメント等が使用されており、初期の水和発熱量を著
しく低減させることができる。（２）の混和材（剤）としては、硬化コンクリートに圧縮
応力を付与する膨張材や、セメントの水和発熱特性に影響を与える水和熱抑制剤が有効で
あると提案されている（例えば特許文献１、２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１‐４８６１５号公報
【特許文献２】特開２００１‐１２２６４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
（１）の方法は最も一般的に行われている方策となるが、低熱セメントや中庸熱セメント
は地方によっては入手困難な場合があり、また、専用のサイロを備え持つ生コン会社でな
ければ、生コンの出荷が出来ないといった現状がある。フライアッシュセメント等の混合
セメントについては、空気量調整等のフレッシュ性状へ及ぼす影響が大きく、扱いが難し
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いとされている。
【０００６】
一方、（２）の方法における水和熱抑制剤は、セメントの水和熱抑制には効果を有するも
のの、過剰に添加した場合はセメントの水和を抑制し強度発現性が低下すること、また有
効成分の可溶性が温度の影響を受けやすいなど扱いが難しい。また、膨張材は生石灰等膨
張成分の水との反応に伴う体積膨張を利用するものであるが、セメントの水和、硬化に対
して、反応が速すぎると、効果的な膨張量を得ることができない。セメントの水和に影響
を及ぼす水和熱抑制剤と併用した場合は、特にバランス良く調製されなければ、コンクリ
ート全体としての発熱を抑制しながら、かつ安定した膨張量を確保することは難しい。こ
のため、汎用の膨張材を使用した場合、温度ひび割れ効果に優れたコンクリートを得るこ
とは難しかった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、前記課題を解決すべく、種々検討を重ねた結果、特定のセメント混和材を用い
ることによって、また該セメント混和材を用いたコンクリートを製造することによって、
前記課題が解消できる知見を得て、本発明を完成するに至った。ここでコンクリートとは
、セメントペースト、モルタル及びコンクリートを総称するものである。
【０００８】
　すなわち、本発明による解決手段は以下のとおりである。
〔１〕膨張物質と水和熱抑制成分を含有し、かつ、該膨張物質の１０μｍ以下の粒子含有
率が３０～５０質量％であるセメント混和材。
〔２〕前記水和熱抑制成分がデキストリンである〔１〕のセメント混和材。
〔３〕〔１〕又は〔２〕のセメント混和材を含むコンクリート。
〔４〕下記特性を有することを特徴とする〔３〕のコンクリート。
（１）膨張率が２００±２０×１０－６であること、
（２）前記セメント混和材を含まないコンクリートの最高発熱温度（Ｔ０）に対して、前
記セメント混和材を含むコンクリートの最高発熱温度（Ｔ１）の比（Ｔ１／Ｔ０）が１未
満であること、
（３）前記セメント混和材を含まないコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ０）に対
する、前記セメント混和材を含むコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ１）の比（Ｓ

１／Ｓ０）が０．９５以上であること。
【発明の効果】
【０００９】
本発明におけるセメント混和材を使用することにより、強度低下をおこすことなく良好な
膨張性状と、水和熱抑制効果が得られ、温度ひび割れ低減効果の高いコンクリートが得ら
れる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、本発明を詳しく説明する。
本発明のセメント混和材は、１０μｍ以下の粒子含有率が３０～５０質量％の範囲にある
膨張物質と水和熱抑制成分を含有する。膨張物質と水和熱抑制成分を併用することによっ
て、発熱が抑制され、膨張性を有するセメント組成物を得ることはできるが、温度ひび割
れ性能に優れるコンクリートを得るには、所定の膨張率（具体的には、２００±２０×１
０－６）を安定的に発現させる必要がある。しかし、汎用の膨張材を使用する場合、配合
調整ではなかなか難しく、種々検討した結果、膨張物質の粒度分布と水和熱抑制剤の効果
に関連が見られることが分かり、その効果に最良点があることを見出した。つまり、膨張
物質の細粒の含有率（１０μｍ以下の粒子含有率）を所定の範囲に設定することで、水和
熱抑制剤と併用した際に、安定した膨張率を有し、かつ水和熱が抑制され、強度低下も起
こさないことを見出したものである。このメカニズムは正確には分からないが、膨張物質
の微粒分制御によって、膨張材による発熱と膨張発現のタイミングが制御され、結果とし
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て水和熱抑制成分により調整されたセメントの水和による硬化、強度発現のタイミングが
うまくマッチしたものと推察される。
【００１１】
本発明で使用される膨張物質とは、水和によって結晶を生成することにより膨張性状を示
すものであればよく、具体的には、生石灰、遊離生石灰を含有する膨張性焼成物、３Ｃａ
Ｏ・３Ａｌ２Ｏ３・ＣａＳＯ４に代表されるカルシウムサルホアルミネート系化合物、マ
グネシア、石膏などが挙げられ、一種又は二種以上を混合して用いられる。本発明におい
ては、特に生石灰または遊離生石灰を含有する膨張性焼成物を主成分とするものが好まし
い。さらに、石膏が加えられた生石灰－石膏系のものが好ましい。
【００１２】
ここで遊離生石灰を含有する膨張性焼成物は、炭酸カルシウム、消石灰、生石灰等のカル
シウム質原料を含む焼成原料を焼成することにより得られる焼成物である。焼成原料には
、カルシウム質原料以外に、シリカ質原料、アルミナ質原料、酸化鉄原料、石膏等を添加
しても良い。焼成原料を焼成するときの焼成温度は１１００～１５００℃である。焼成に
は、ロータリーキルンや電気炉等の温度調節可能な炉が用いられる。当該焼成物は、粉砕
、分級処理を行うことにより、所定の粒度に調整される。
【００１３】
本発明における膨張物質の１０μｍ以下の粒子含有率は、３０～５０質量％の範囲にある
必要がある。３０質量％未満の場合は、所定の膨張率を安定的に発現させることが困難と
なる。一方、５０質量％を超える場合は、水和熱抑制効果が得られなくなり好ましくない
。なお、最大粒子径は３００μｍ以下であることが好ましい。
【００１４】
　本発明における水和熱抑制成分としては、デキストリン、単糖類及びオリゴ糖等の糖類
、オキシカルボン酸及びそれらの塩等が挙げられ、一種又は二種以上を混合して用いられ
る。この中で特にデキストリンが好ましい。
【００１５】
デキストリンは、一般には加工澱粉とも呼ばれるもので、馬鈴薯、甘薯、トウモロコシ、
タピオカ、小麦、その他の原料澱粉を酸分解、酸化、エステル化、エーテル化、架橋化、
合成高分子の共重合化によるグラフト化等、化学的に処理し低分子化させたものである。
水に可溶性のあるものが好ましい。
【００１６】
　水和熱抑制成分の含有量は、水和熱抑制ならびに強度発現性の点から、膨張物質１００
質量部に対して０．５～６質量部が好ましく、１～５質量部がより好ましい。
【００１７】
本発明におけるセメント混和材を使用したコンクリートにおける配合量は、所定の膨張性
の確保および初期強度発現性の点から、１０～３０ｋｇ／ｍ３が好ましく、１５～２５ｋ
ｇ／ｍ３がより好ましい。
【００１８】
本発明において使用されるセメントは、種々のものを使用することができ、例えば、ポル
トランドセメントや混合セメントなどを使用することができる。そのようなポルトランド
セメントとしては、例えば、普通、早強、超早強、低熱及び中庸熱等の各種ポルトランド
セメントが挙げられる。混合セメントとしては、例えば、フライアッシュ、高炉スラグ、
シリカフューム又は石灰石微粉末等が混合された各種の混合セメントが挙げられる。これ
らのセメントは、いずれか一種を選択して使用することもできるが、二種以上のセメント
を組み合わせて使用してもよい。温度ひび割れを考慮したマスコンクリート向けには、低
熱ポルトランドセメントや混合セメントが使用されることが多いが、本発明の技術によれ
ば、汎用の普通ポルトランドセメントを用いても良好な性能が得られる。
【００１９】
本発明におけるコンクリートを製造する場合に使用される骨材は、特に制限されるもので
はなく、通常のコンクリートの製造に使用される細骨材および粗骨材を何れも使用するこ
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とができる。そのような細骨材および粗骨材として、例えば川砂、海砂、山砂、砕砂、人
工細骨材、スラグ細骨材、再生細骨材、珪砂、川砂利、陸砂利、砕石、人工粗骨材、スラ
グ粗骨材、再生粗骨材等が挙げられる。骨材の配合量は、細骨材で７００～１０００ｋｇ
／ｍ３、粗骨材で８００～１１００ｋｇ／ｍ３が好ましく、さらに細骨材で８００～９０
０ｋｇ／ｍ３、粗骨材で９００～１０００ｋｇ／ｍ３が好ましい。
【００２０】
本発明におけるコンクリートを製造する場合に使用される水は、特に限定されるものでは
なく、水道水などを使用することができる。水の配合量（単位水量）は、１５０～１８０
ｋｇ／ｍ３とすることが、材料分離抵抗性を高めることから好ましい。また、水の配合量
は、セメント１００質量部に対し、４０～６０質量部とすることが好ましい。
【００２１】
本発明においては、その特長が損なわれない範囲で各種添加剤（材）が併用されても良い
。この種の添加剤としては、例えば減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤、高性能ＡＥ減水
剤、流動化剤等の分散剤、凝結遅延剤、強度促進材、セメント用ポリマー、繊維、発泡剤
、起泡剤、防水剤、防錆剤、収縮低減剤、増粘剤、保水剤、顔料、撥水剤、白華防止剤、
消泡剤等が挙げられる。
【００２２】
本発明におけるコンクリートは、発熱が低減され、安定した膨張性能が得られるとともに
、十分な強度が得られる。具体的には、下記のような良好な特性を得ることができる。
（１）前記セメント混和材を含まないコンクリートの最高温度（Ｔ０）に対する、前記セ
メント混和材を含むコンクリートの最高温度（Ｔ１）の比（Ｔ１／Ｔ０）が１未満である
こと。
（２）材齢７日における膨張率が２００±２０×１０－６であること。
（３）前記セメント混和材を含まないコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ０）に対
する、前記セメント混和材を含むコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ１）の比（Ｓ

１／Ｓ０）が０．９５以上であること。
【００２３】
従って、本発明のセメント混和材を用いることによって、温度ひび割れに対する抵抗性に
優れたコンクリートを得ることができ、例えば、マスコンクリートなどに好適に用いられ
る。
【実施例】
【００２４】
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明は何らこれらに限定されるもの
ではない。
【００２５】
表１に１０μｍ以下の含有率の異なる膨張物質を示す。この膨張物質と水和熱抑制成分か
らなるセメント混和材を表１に示すように配合した。各単位量をセメント３３６ｋｇ／ｍ
３ 、細骨材８１５ｋｇ／ｍ３ 、粗骨材９６８ｋｇ／ｍ３ 及び水１６８ｋｇ／ｍ３ とし
、減水剤をセメントに対して１．０質量％配合したコンクリートをベースコンクリートし
、セメント混和材を用いる場合は、２０ｋｇ／ｍ３をセメントと置換して用いた。コンク
リートの製造は、５０リットルパン型ミキサを用いて行い、練り混ぜ時間は２分間とした
。
評価試験としては、水和熱抑制効果試験、圧縮強度試験及び長さ変化（膨張率）試験を行
った。
その結果、表２に示すように、１０μｍ以下の含有率が３０～５０％である膨張物質とデ
キストリンとを併用したセメント混和材を用いると、最高温度が抑えられ、良好な膨張性
状と強度が得られることがわかる。
【００２６】
＜使用材料＞
（１）膨張物質：生石灰－石膏系



(6) JP 2017-165627 A 2017.9.21

10

20

30

・膨張物質Ａ：１０μｍ以下の含有率は２５％
・膨張物質Ｂ：１０μｍ以下の含有率は３０％
・膨張物質Ｃ：１０μｍ以下の含有率は４０％
・膨張物質Ｄ：１０μｍ以下の含有率は５０％
・膨張物質Ｅ：１０μｍ以下の含有率は５５％
（２）水和熱抑制剤：デキストリン（溶解性：５０％タイプ）
（３）セメント：普通ポルトランドセメント、太平洋セメント社製、密度；３．１６ｇ／
ｃｍ３

（４）粗骨材：砕石、Ｇｍａｘ：２０ｍｍ
（５）細骨材：山砂（掛川産）
（６）減水剤：リグニンスルホン酸系ＡＥ減水剤
【００２７】
＜試験方法＞
（１）水和熱抑制効果試験：作製した生コンクリートをＷ２８×Ｄ１８×Ｈ１４ｃｍ（約
７リットル）の発泡容器に流し込み、簡易断熱状態とする。簡易断熱状態中のコンクリー
トの中心温度を測定し、水和熱抑制効果を確認した。セメント混和材を含まないコンクリ
ートの最高温度（Ｔ０）に対する、セメント混和材を含むコンクリートの最高温度（Ｔ１

）の比（Ｔ１／Ｔ０）をとって評価した。１未満を良好とした。
（２）圧縮強度試験：ＪＩＳ Ａ １１０８「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた
。セメント混和材を含まないコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ０）に対する、セ
メント混和材を含むコンクリートの材齢２８日の圧縮強度（Ｓ１）の比（Ｓ１／Ｓ０）を
とって評価した。０．９５以上を良好とした。
（３）長さ変化（膨張率）試験：ＪＩＳ Ａ ６２０２「コンクリート用膨張材」参考１「
膨張コンクリートの拘束膨張及び収縮試験方法」（Ａ法）に準じた。材齢７日における膨
張率で換算し、２００±２０×１０－６を良好とした。
 
【００２８】
【表１】

 
【００２９】
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